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Ⅰ 指定管理者制度について 

平成１５年９月２日に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、従来、地方公共団

体の管理権限の下で、市が出資した法人、公共団体及び公共的団体に限定されていた「公

の施設」の管理については、民間事業者等にも「指定管理者」として代行させることが可

能となり、本市においても、多くの施設で指定管理者制度を導入しているところである。 

この指針においては、指定管理者制度の円滑な運用を図るための基本的な事項とともに、

その導入や選定に関する手続きなどに関する事項を定めるものである。 

 

Ⅱ 指定管理者制度の円滑な運用を図るための基本的な事項 

１ 指定管理者制度の積極的な導入 

公の施設の管理に当たっては、「公の施設の設置目的が効果的に達成できる」ことを

前提条件として、原則として指定管理者制度を適用するものとする。これは、既存の公

の施設だけでなく、新たに公の施設を設置しようとする場合についても同様とする。 

(１) 現在、指定管理者制度を導入している施設 

特別な事情がない限り、指定期間満了後においても、原則として引き続き指定管

理者による管理運営を継続する。 

※ 特別な事情の例 

 ① 指定管理者の急な撤退、指定管理者候補者の辞退等により、次の指定管理者を

決定するまでの期間、直営等による管理運営とせざるを得ない場合 

 ② 施設機能の見直し等により、指定管理者による管理がなじまないと判断された

場合（集会施設から保管庫に転用された施設など） 

 ③ その他、指定管理者による管理運営を継続しないことについて、合理的な理由

がある場合 

(２) 現在、直営としている施設 

現在、直営により運営している施設のうち、個別法において管理者が定められて

いる施設（学校等）や、施設の設置目的等から指定管理者による管理運営が適当では

ない施設を除き、制度の導入が可能な施設については、公民の役割分担を明確にする

とともに、行政目的の達成、市民サービスの向上、行政運営の効率化等の観点から、

個々の施設ごとに指定管理者制度導入の可否を検討する。 

なお、指定管理者制度の導入に当たっては、経済性や効率性の観点のみならず、

市民サービスの向上や行政責任の確保など、様々な観点から検討を行う必要がある。

※ 検討に当たって留意すべき観点 

    ① 指定管理者制度の導入により、次のいずれかの効果が期待できること。 

     ・市民サービスの充実、向上が図られること。 

     ・経費の削減や行政事務の効率化が図られること。 

     ・施設等の活性化が図られること（民間のノウハウ、専門性、経験、実績等を活

用した事業や管理運営の実施が可能であること）。 

② 施設利用の平等性、公平性の確保を図ることができること。 

③ 施設を安定して、継続的に管理運営できる能力を有する団体があること。 
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２ 指定管理者制度の効率的な運用 

指定管理者制度を導入した施設については、その効率的な運用が図られるように努め

なければならない。また、施設所管課は次の項目に留意し、施設の管理運営方法が適切

であるかの検証を行うとともに、適宜、見直しを行う必要がある。 

① 市民サービスの安定的供給の確保 

市民にとって満足度の高いサービス水準を維持するために、施設所管課は指定管

理者と協議の場を設けるなど、適切な連携を図り、管理運営の見直しや新たな事業の

実施、施設の活性化に資する対応の実施を促すとともに、指定管理者の創意工夫に基

づく提案については、積極的に取り入れるように努める。 

② 指定管理者の自主的経営努力の促進 

指定管理者の創意工夫による管理運営や企画事業の実施を促すため、利用料金制

を活用し、施設利用者の増加に伴う収益が指定管理者に還元され、経営努力の動機付

けとなるように努める。 

③ モニタリング等の実施 

施設所管課は、指定管理者が収益性の向上のために、意図的にサービスの質を低

下させたり、雇用者の労働条件を過度に引き下げたりすることがないよう、常時、 

チェックや検証を行うことが必要である。また、指定管理者に対するモニタリングを、

年度に１回以上、適正に実施しなければならない。 

 

３ その他の検討事項 

   指定管理者制度導入時や指定期間満了後の再選定に向けた募集等の更新業務（以下

「更新」という。）に当たっては、次の事項についても検討しなければならない。 

・施設の管理運営に関する条例の制定又は改正 

・指定期間 

・指定管理者に求める管理運営の内容 

・公的責任（平等性・公平性）の確保 

・指定管理者の募集方法（公募、非公募） 

・利用料金制の採用、使用許可権限の委譲 

・管理運営に要する経費の水準 

・管理運営に必要な人員体制 

・応募条件、応募資格、指定管理者の選定のための評価基準等 

・指定管理者との責任分担 

・施設の利用促進に関する方策等 

・その他、募集時に提案を求める事項 
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Ⅲ 導入や選定に関する手続き 

１ 施設の管理運営に関する条例の制定又は改正 

指定管理者制度を導入する施設については、施設の設置等に関する条例（以下「設置

条例」という。）にその旨を規定する必要がある。また、設置条例は、指定管理者の管

理運営を念頭に置き、管理の基準等に関する事項を整備しておかなければならない。 

(１) 当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件である休館日、開館時間、利

用制限の要件等 

(２) 施設の管理運営を通じて取得した個人情報の取扱い 

(３) 施設、設備、物品等の使用料（上限額） 

(４) 施設の特殊性など、当該公の施設の適正な管理に必要不可欠である事項 

 

２ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者に行わせる業務の範囲は、設置条例に規定される。その上で、詳細につい

ては、募集要項及び仕様書に定めることとし、最終的に基本協定書（事業計画書）で確

定する。指定管理者が行う業務の範囲は、施設の管理運営方法を決定する際の重要な要

素であるため、条例に規定する段階で十分に検討しておく必要がある。 

(１) 指定管理業務 

① 指定管理者が直接行う業務 

施設の設置目的を達成するために実施する主要な業務については、指定管理者

が直接実施する。ただし、業務が多岐にわたり、指定管理者のみでは実施が困難

であると認められる場合は、事前に市の承認を得ることにより、その一部を他に

委託することができる。 

② 第三者への委託が可能な業務 

清掃、警備、設備・機器の保守点検業務などの建物等の維持管理に関する業務

のように、当該施設の設置目的を達成するための主要な事業に直接関係しない業

務として、あらかじめ市の承認を受けた業務については、指定管理者から専門業

者等に当該業務を委託することができる。 

   ③ 包括的な再委託及び権利義務の譲渡の禁止 

指定管理者は、基本協定によって生じる権利義務の全部や大部分を、一括して

第三者に委託する包括的な業務の再委託を行うことはできない。 

     また、基本協定によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはな

らない。ただし、事前に市の承諾を受ける場合は、この限りでない。 

(２) 指定管理者に行わせることができない業務 

① 法令により市が行うこととされている業務 

・使用料の強制徴収（地方自治法第２３１条の３） 

・不服申立てに関する決定（ 〃 第２４４条の４） 

・行政財産の目的外使用許可（ 〃 第２３８条の４第７項）等 

② 公物警察権に属する業務 

・公共の秩序を維持するために施設を使用禁止とする行為 

・公序良俗に反する使用に対する使用停止命令等 

 ③ その他、指定管理者に行わせることが適切でない業務 
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(３) 指定管理業務以外の業務 

① 公金の収納事務（地方自治法施行令第１５８条第１項） 

公金の収納事務は、指定管理者としての業務とは別に、地方自治法施行令に基

づく委託契約の締結が必要となる。単独随意契約は可能であるが、公金収納事務

のみの委託料の積算が必要となるので注意が必要である。ただし、利用料金制を

導入する施設については該当しない。 

② 駐車場等の併設施設（直営施設）の管理 

指定管理業務以外の業務として、併設する駐車場等の施設(直営施設)について、

指定管理者に管理運営させる方が効率的と考えられる場合など、単独随意契約が

可能となることがある。その際には、指定管理業務とは別に、委託契約等の締結

が必要である。 

(４) 事前準備 

① 既存施設における事務引継 

仮基本協定の締結日以降であれば、指定管理者候補者は、現在の指定管理者と

業務の引継ぎを行うことができる。ただし、業務引継ぎに要する経費（人件費を

含む。）は指定管理者候補者が負担し、議会で指定に関する議案が否決された場

合には、それまでに指定管理者候補者が負担した準備経費は補償しない。 

② 新設施設における事前準備 

新設施設において、事前に特別な準備が必要である場合には、指定に関する議

会の議決日以降に、別に委託契約を締結する等の方法により実施することができ

る。なお、設置条例において、施設の供用開始日前に管理業務を開始することが

できる旨の規定（準備行為規定）を設けた場合には、施設の供用開始日前の期間

を、事前準備期間として指定期間に含めることができる。 

 

３ 指定の単位 

指定管理者の指定は、施設ごとに行うことを原則とする。ただし、次のいずれかに該

当する場合は、複数の施設を一括して一つの法人等を指定管理者として指定することが

できる。 

① 施設の目的、規模、利用状況、指定管理者の業務の範囲、施設の収益性等から見て、

施設単体で管理運営するよりも、一つの法人等が一括して複数の施設を管理運営する

ことが、より効果的かつ効率的である場合 

② 同一の建物内に複数の施設が設置され、これらの施設を一体的に管理運営すること

が、より効果的かつ効率的である場合 

この場合、指定の単位となる複数の施設間で、指定期間を変えることはできない。な

お、指定管理者制度の趣旨を踏まえ、新規参入の機会を不当に阻害することのないよう、

類似施設における一般的な民間事業者の経営規模を踏まえた単位とするなど、指定単位

の最適化には配慮しなければならない。 

 

４ 指定管理者の選定方法 

指定管理者の選定に当たり、募集方法は「公募」によることを原則とする。ただし、

施設の性格・設置目的等により「公募」になじまないなど、特別な事情がある場合は、
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「市が指定管理者を指名する」方法をとることができるものとする。なお、どちらの選

定方法であっても、「応募資格に一定の条件を付す」ことが可能である。 

(１) 「公募」 

民間事業者等が既に同様な事業を展開しており、民間の能力やノウハウの導入に

より、市民サービスの向上や行政運営の効率化が期待できる施設等については、公募

により選定する。 

① 公募の方法 

本市ホームページ、広報紙など幅広い手段を活用する。 

② 公募期間 

１か月以上の期間を設けて行う。なお、事前に十分な情報提供を行う必要があ

る。 

③ 提案型公募の実施 

施設の性質・目的などにより、設置条例の規定の範囲において、使用料の設定

や自主事業などについて、応募者から提案を受ける提案型公募を実施することが

できる。 

④ 募集要項、仕様書 

指定管理者の公募に当たっては、募集要項及び仕様書を作成し、情報提供を行

う。 

※ 募集要項に規定する内容の例 

施設の名称、規模、施設の内容、開館時間、休館日、指定管理者が行う業務

の範囲、指定期間、法令等の規定、応募資格、応募窓口、応募期間、事業計画

書様式、説明会の有無、応募方法、選定方法、利用料金制・施設使用許可権限

移譲の有無、事業所税の有無、指定管理料の上限額等 

(２) 「市が申請者を指名する」方法（非公募） 

施設の性格や設置経緯・目的等により「公募」になじまない特別な事情がある場

合には、「公募」の方法によらず、特定の者を指定管理者として指定することができ

る。なお、非公募の場合は「募集要項」とはせずに、「選定要項」（規定する内容は、

「募集要項」の例による。）とする。また、非公募で実施する際には理由を公表する。 

※ 特定の者の例 

・公共サービスの公平・公正な提供を行う団体で収益を目的としない法人等 

・当該公の施設の管理運営を目的として市が主体的に設立した法人等、民間事業

者の参入になじまないと客観的に判断される分野で、市の出資比率が一定割合

を超えるなど公共性の強い法人等 

(３) 「応募資格に一定の条件を付す」方法 

施設の性格・設置目的等により、指定管理者の募集に当たって、施設の管理運営

主体として必要な資格要件等を設けて募集を行うもの。 

（例:「社会福祉施設」については「社会福祉法人に限る」など） 

(４) 仕様書 

仕様書は、指定管理者を募集する際に、募集（選定）要項とともに公表するもの

で、申請者はこれを基に事業計画書等を作成し、指定を受けた後は、仕様書に基づき、

実際の業務を実施することとなる。従って、当該施設の設置目的や業務内容等の必要
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な事項を漏れなく記載するとともに、必要に応じて各施設の独自項目を加えて作成す

る必要があり、管理運営開始後に指定管理者との認識の違いが生じないように留意し

て作成しなければならない。 

また、現在の指定管理者と新規参入者との間に不公平が生じないよう、事業計画

書の作成に当たって必要となる情報は可能な限り提供する。なお、実施事業や業務内

容など、申請者の専門的なノウハウをいかした自由な提案を求める部分については、

細かい指示は行わないことが望ましい。 

 

５ 非公募にできる場合の判断基準等 

施設の性格・設置目的等から「非公募」にできる場合の基本的な考え方や判断基準は、

次のとおりとする。 

(１) 施設の設置目的等により、指定管理者となる法人等が特定されている場合 

(２) 地域活動等との関わりを政策的に推進する必要がある場合 

施設の管理運営を通じて地域活動等との関わりを政策的に推進する必要がある場

合は、コミュニティ協議会やＮＰＯ法人など、地域等との関わりを有する団体を指定

できるものとする。 

(３) ＰＦＩ事業において、施設の管理運営を行う法人等が既に特定されている場合 

(４) 公募を行ったが応募がなく、再度の公募を行っても応募がなかった場合で、施設

の管理運営開始までに、再再度の公募を行う時間的余裕がない場合（管理運営で

きる法人等が市内に存在する場合に限る。） 

(５) 極めて高度の専門性を要する業務であり、実施可能な法人等が限定される場合 

(６) 施設の開所又は運営の継続について緊急性があり、公募による選定手続を行う時

間がない場合 

(７) その他、公募とすることができない特別な事情がある場合 

 

６ 指定管理者の募集・選定に当たって留意すべき事項 

(１) 市内企業優先 

指定管理者の募集に当たっては、原則として、市内に本社・本店を置く法人（市

内企業）等であることを条件とする。なお、応募要件に準市内企業や市外企業等を加

えることができる場合は、次のとおりであるが、この場合、募集（選定）要項には、

市内企業が優先であることを明記する。また、選定時の審査基準において市内企業へ

の加点を行う場合についても、募集（選定）要項にその旨を記載する。 

① 当該施設業務の特殊性などから、管理運営できる技術や有資格者を有する市内企

業が存在しない場合 

② 施設ごとの必要な事情により、市外企業等を検討する必要がある場合 

③ 市内に管理運営できる法人等が１者しかいない場合など、競争性の確保が困難な

場合 

(２) 複数の企業で構成されるグループへの対応 

指定管理者の募集に当たって、複数の企業で構成するグループ（企業共同体、

組合等）が応募を行う場合には、全ての構成員が応募資格・条件等を満たしてい

る必要があるものか、構成員のいずれかが満たしていればよいものか明確に定め
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ることとする。 

 

７ 高松市公の施設指定管理者選定委員会の設置 

本市における指定管理者の選定に際して、その選定過程や手続きの透明性・公正性を

高めるため、指定管理者（候補者）の選定機関として、「高松市公の施設指定管理者選

定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置する。なお、選定委員会に関する事

項は、条例及び運営細則において定める。 

(１) 選定委員会は、応募者が提出する事業計画書等に基づき指定管理者候補者を選定

する。なお、５の(２)に該当する施設については、指定管理者候補者の承認を行

うものとする。 

(２) 選定委員会の委員は、外部からの有識者等を委員とし、十分な透明性と専門性を

確保する。 

(３) 選定委員会は、指定管理者の適用施設の利用者の満足度等について調査する。 

(４) 選定に当たっては、住民の平等利用の確保、管理に当たっての費用・効果、管理

能力などについて総合的に判断するものとする。 

 

（選定基準とする項目） 

・住民の平等利用の確保 

・管理に当たっての費用及び効果 

・管理能力 

・団体の安定性・継続性 

・団体運営の透明性・公正性 

・団体運営における法令等の遵守状況 

・運営実績 

・効率的運営、効率化への取組 

・受託への意欲・熱意 

・施設管理の安全性への配慮 

・利用者への対応（接遇） 

・職員の育成 

・団体の理念・姿勢 

・市内事業者 

・その他施設の特性に応じた項目 

・事業の独創性・自主事業の提案 

なお、選定基準は、上記の項目を基本として、施設ごとの特性を考慮した上で、施設

所管課において、各項目の内容及び点数の配分を調整して作成する。この際、合計得点

に対する最低基準点は、全体の６０％とする。 

 

８ 指定管理者の指定期間等 

指定管理者の指定は、期間を定めて行うこととされており（地方自治法第２４４条の

２第５項）、指定期間は、指定管理者の指定に合わせて、議会の議決を受ける必要があ

る。指定期間を延長・短縮する場合についても、同様に議会の議決が必要である。 
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なお、本市における指定期間の取扱いについては、次のとおりとする。 

(１) 指定期間の基準 

指定期間は、原則として、公募施設５年、非公募施設５年を基準とする。 

(２) 指定期間の特例 

指定期間については、公募・非公募の別に関係なく、特に考慮すべき特別な事情

がある場合は、個別案件ごとに適切な指定期間を設定することができる。 

なお、ＰＦＩ事業等は、原則として、事業の期間（初期投資経費の回収に要する

期間等）を指定期間とする。 

 

９ 利用料金制の導入、施設の使用許可権限の委譲 

(１) 利用料金制の導入 

施設使用の対価（使用料）を徴収している施設については、原則として、設置条

例に規定した上で、それを指定管理者の収入とする利用料金制を導入する。利用料金

制の導入は、指定管理者の経営努力を促す効果とともに、本市の施設使用料収納事務

を効率化できる点でメリットがある。 

なお、次の場合には、利用料金制は導入しない。 

① 使用料を通常徴収しないか、又は少額であるため、利用料金制導入の効果が期待

できない場合 

② 収支の独立採算を基本とする特別会計の収入である場合 

③ その他、施設の特別な事情により、利用料金制の導入ができない場合 

(２) 施設の使用許可権限の委譲 

本市では、原則として、設置条例に規定した上で、施設の使用許可権限は指定管

理者に移譲する。施設の使用許可権限を指定管理者に移譲することで、施設利用者の

利便性が向上し、また、本市の使用許可に関する事務を効率化できる点でメリットが

ある。なお、市の使用許可を必要としない施設については該当しない。 

(３) 事業所税の取扱い 

利用料金制を導入した施設について、次の要件を全て満たす場合には、指定管理

者は事業所税を申告納付しなければならないので注意が必要である。 

① 管理運営する事業所の床面積が合計１，０００㎡ 以上である場合又は合計従業

者数が１００人を超える場合 

② 施設の管理運営費の５割以上を利用料金で賄っている場合 

③ 市からの支出金（以下「指定管理料」という。）において、年度ごとの精算方式

を採用していない場合 

 

 １０ 自主事業 

   指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲内において、利用状況を考慮の上、

利用促進やサービスの向上のために自らの創意工夫・ノウハウをいかした事業等を企画

提案し、あらかじめ市の承認を得た上で、自らの費用により「自主事業」を行うことが

できる。 

  (１) 自主事業の種類 

    なお、自主事業には次の３種類が存在し、特に②及び③の自主事業については、協
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定書にその旨を記載する必要がある。 

   ① 指定管理者が自ら企画提案して実施する事業 

   ② 市が指定管理者に企画提案を求めて実施する事業 

   ③ 市が必要と認める事業で、仕様書、協定書等に定めて実施する事業 

  (２) 自主事業の承認 

    指定管理者が自主事業を行うに当たっては、その事業内容、収支計画及び参加料を

明らかにした上で、事前に市の承認を受けなければならない。特に(１)②及び③にお

ける自主事業は、事業計画書に詳細を記載する必要がある。 

  (３) 自主事業の実施報告 

    指定管理者が自主事業を実施した場合は、参加状況、事業成果及び経理状況を市に

報告しなければならない。 

 

１１ 指定管理者との協定 

(１) 協定の締結 

① 指定管理者候補者が決定した時点で、指定管理者候補者と指定期間全般について

の基本的な事項について「仮基本協定」を締結する。 

② 「仮基本協定」は、議会の指定管理者指定議決をもって「基本協定」となる。な

お、指定議決後に施設所管課等は指定管理者に対して「指定通知」を行う。 

③ 各年度の指定管理料等については、年度ごとに締結する「年度協定」において規

定することができる。 

(２) 協定項目 

「基本協定」に規定する事項及び「年度協定」に規定する事項の例は、別紙「指

定管理者との協定項目一覧」のとおりである。 

 

１２ 指定管理者が管理を行うために必要な経費 

(１) 経費の賄い方法 

指定管理者が管理を行うために必要な経費の賄い方法については、施設の性質・

目的に応じて、次のいずれかの方法によるものとする。 

① 全て利用料金等の収入で賄う。 

② 一部を指定管理料で、残りを収入で賄う。 

③ 全て指定管理料で賄う。 

（２） 賃金・物価スライド制度 

   指定管理施設の安定的な運営を目的として、賃金・物価水準の目安となる指標に一

定水準を超える変動があった場合に、指定管理者に対する指定管理料の増減を行う仕

組み（以下「スライド制度」という。）を令和８年度から導入する。また、スライド

制度の適用に当たっては、本指針のほか、別途定める「賃金・物価スライド制度運用

の手引き」（以下「スライド制度の手引き」という。）を参照し、適切に対応しなけ

ればならない。 

（３) 指定管理料の精算について 

原則として、指定管理料については、施設修繕費を除き、精算は行わない。指定

管理者が施設の効率的運用に努めた等の理由により、協定で定めた委託費と管理に要
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した経費との間に差額が生じた場合は、指定管理者の収益とする。なお、指定管理者

の年度ごとの収支に損失が発生している場合は、指定管理料の精算の有無にかかわら

ず、災害等の特別な事情がある場合を除き、補てんは行わない。 

精算を行うことができる場合は、次のとおりである。 

① 新設の施設などで、管理運営経費の算定が困難である場合 

② 特段の事情が発生したことで、当初予定していなかった管理経費の増減が生じ、

精算が適当と認められる場合 

③ スライド制度による指定管理料の増加分のうち、「スライド制度の手引き」にお

いて精算を行うことと定められている場合 

④ その他、精算を行うことが適当と認められる場合 

(４) 指定管理者募集時の指定管理料の算定 

指定管理者募集時の指定管理料の算定に当たっては、「スライド制度の手引き」

を踏まえ、指定期間全般における物件費、人件費、公課費、その他経費について、十

分に精査して決定しなければならない。なお、指定管理者の募集に当たっては、募集

（選定）要項に、指定管理料の上限額を示し、その金額の範囲内で提案を求めること

ができる。 

(５) 債務負担行為の設定 

指定管理者に対して指定管理料を複数年にわたって支出する場合は、原則として、

債務負担行為を設定する。 

 

１３ 指定管理者制度における個人情報保護 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条第２項の規定に

基づき、指定管理者は、取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個

人情報の安全管理のため、必要かつ適切な措置として定める「個人情報取扱特記事項」

を締結し、遵守するよう、協定の内容として規定する。 

また、指定管理者は、「個人情報取扱特記事項」を変更しようとする場合は、事前に

高松市と協議し、承認を得なければならない。 

 

１４ 暴力団及び不当要求行為の排除 

指定管理者の指定に当たっては、高松市が行う指定管理者の指定からの暴力団等の排

除に関する要綱を遵守し、適正に行うこととする。また、募集（選定）要項には、この

旨を明記するとともに、誓約書の提出など、必要な手続き等を記載する。 

 

１５ 指定管理者制度と情報公開 

高松市情報公開条例の該当規定の趣旨に基づき、指定管理者に対して情報公開を行う

ための必要な措置として、指定管理者に情報公開に関する規定等の整備を求める。 

 

１６ 指定管理者が行った業務の評価（モニタリング） 

(１) 評価（モニタリング）の実施及び公表 

指定管理者が行った業務については、年度に１回以上、施設所管課等が評価（モ

ニタリング）を行うとともに、必要に応じて、評価結果について選定委員会の意見を
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求め、これを公表するものとする。 

(２) 業務の評価結果への対応 

指定管理者の評価結果については、市民サービスの向上や施設の利用促進、管理

運営の向上に反映させるとともに、施設の実績が当初の事業計画を下回る場合には、

必要な指導を行うものとする。なお、指導を行っても改善が見られない場合は、指定

の取消しなどの措置を検討するものとする。 

 

１７ 指定管理者とのリスク分担について 

公の施設の管理運営においては、事故や災害、施設・設備の破損など、様々なリスク

が発生する可能性があり、基本協定において指定管理者とのリスク分担を明確に定めて

おく必要がある。なお、次の点については、十分に留意しておかなければならない。 

  ・施設の設置又は管理の瑕疵により損害が発生した場合は、施設の管理を指定管理者に

委託している場合であっても、市に損害賠償責任が生じる。なお、指定管理者の側に

直接の原因がある場合は、市は当該指定管理者に対する求償権を有する（国家賠償法

第２条）。 

  ・上記の損害賠償責任は、無過失責任であるため、職員に過失がなくても、当該施設が

通常有すべき安全性を欠く場合は、市に損害賠償責任が生じる。 

(１) リスク分担の考え方 

市と指定管理者のリスク分担については、リスク発生の予防や、リスクの発生時

に、どちらがより迅速に、効果的に対応できるかを考慮しなければならない。また、

指定管理者に過度のリスクを負担させることは、施設の管理運営の安定性や施設サー

ビス水準の維持・向上に支障をきたすこともあるため、慎重に検討しなければならな

い。なお、リスク分担の考え方については、募集（選定）要項で事前に示す必要があ

り、基本協定において明確に定める必要がある。 

(２) リスク分担に当たっての注意事項 

① リスク分担は、施設の特性や管理運営の内容により、施設ごとに定めるものとす

る。その場合、施設の管理責任が及ぶ範囲、事故等発生時の対応、管理に瑕疵が

あった場合の賠償責任の考え方等を明確にしておく必要がある。 

② 施設修繕費の負担については、施設・設備の規模や内容、過去の修繕履歴等を参

考に、指定管理者に過度な負担を負わせることがないように、適切な水準としな

ければならない。 

③ 指定管理者が施設内で独自に事業を実施する場合などの賠償責任については、市

が加入している全国市長会市民総合賠償補償保険の対象外となるため、指定管理

者に各種保険加入を義務付けることができる。 

④ 複数の企業で構成するグループについては、グループ内の事業者間で、明確にリ

スク分担ができているか確認する必要がある。 

⑤ 当初想定していなかったリスクの発生についても、的確に対応できるようにして

おく必要がある。 

 

１８ ＰＦＩ事業等の取扱い 

ＰＦＩ事業等（「ＰＦＩ事業等」には、ＰＦＩ法に定める手法のほか、ＤＢＯ
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（Design-Build-Operate）方式を含む。）により公の施設を整備しようとする場合であ

って、当該施設の管理を包括的に民間事業者に行わせる場合には、原則として、指定管

理者制度を採用する。なお、ＰＦＩ法上の契約と指定管理者制度とは、基本的には別個

の制度であるため、一方の手続きが自動的に他方の手続きを兼ねるということはできな

い（ＰＦＩと指定管理者制度について（平成１６年１２月１５日総務省））。 

以上のことから、ＰＦＩ事業等に関して、通常の指定管理者制度の運用と異なる事項

については、次のとおり取り扱うものとする。なお、当該取扱いに馴染まない場合につ

いては、その都度、関係課等で十分に調査・検討を行った上で適切な運用を図るものと

する。 

(１) 事業（管理運営）開始までの一連の流れ 

・ＰＦＩ事業 

債務負担行為（議決）→募 集→選 定→仮契約→契約議決→施設供用開始 

 

   ・ＤＢО事業 

債務負担行為（議決）→募 集→選 定→基本協定→仮契約（設計）→契  約 

仮契約（工事）→契約議決  

    →施設供用開始 

   ※ 管理運営は指定管理者制度の手続きによる。 

 

     ・指定管理者制度 

設置条例制定（議決）→募 集→選 定→仮協定→指定議決→管理運営開始 

 

上記の一連の流れ全てにおいて、債務負担行為の設定、ＰＦＩ事業者との契約議

決、施設の設置条例制定、指定管理者の指定は、いずれも議会の議決が必要である。 

(２) 設置条例の制定議決等の関連性 

ＰＦＩ事業は、施設の設計段階から、事業の実施を民間事業者に委ねるものであ

ることから、施設の全容が確定し、設置条例を制定する前に、民間事業者の募集など

の手続きを開始する必要がある。このため、指定管理者の募集、選定に関する手続き

は、当該事業に係る債務負担行為設定に関する議会の議決後に開始することができる

ものとする。この場合、指定管理者は必ずしも公募選定とする必要はない。なお、設

置条例制定の議決は、ＰＦＩ事業の契約に関する議決と同じ議会で受けることも可能

である。 

また、指定管理者の選定手続きにもよるが、指定管理者の指定議決とＰＦＩ事業

の契約に関する議決は、同じ議会で議決を受けることが可能であり、つまり、設置条

例、ＰＦＩ事業の契約、指定管理者の指定を同じ議会で議決を受けることができる。

（ＤＢＯ事業は、この限りではない。） 

(３) 選定委員会の承認 

ＰＦＩ事業者等を指定管理者に選定する場合には、指定に関する議案を議会に提

出する前に、次の内容について選定委員会において、承認・選定を受けなければなら

ない。なお、指定管理者の指定後は、モニタリング結果等について選定委員会の審査

対象となる。 
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・当該ＰＦＩ事業等の概要 

・指定管理者として指定を予定しているＰＦＩ事業者等の概要 

   ・ＰＦＩ事業者等として決定に至った経緯（募集方法、選定基準、審査の概要、提案

の内容、評価結果など） 

   ・指定管理料（管理運営に係る経費） 

・利用料金制の採用など 

・事業計画 

   ・指定期間 

   ・その他報告の必要がある事項 

（４）協定の取扱い 

    ＰＦＩ事業では、公の施設の建設から管理運営までを含めた業務全体を特定事業契

約に基づいて行うことから、ＰＦＩ事業者を指定管理者として指定した場合、協定書

で定めるすべての内容が同契約に盛り込まれ、指定管理者と締結すべき協定書を兼ね

る旨が規定されており、かつ、指定管理業務について年度ごとに見直される仕組み

（年度ごとの事業計画書の提出や物価変動等による指定管理料の見直しなど）が担保

されている場合には、同契約と別に、基本協定及び年度ごとの協定の締結は必要ない。 

他方、ＤＢＯ事業では、事業全体の基本契約（基本協定の呼称もある）に基づい

て、設計、工事、管理運営業務がそれぞれ別契約となることから、管理運営契約の代

わりに、指定管理の基本協定及び年度ごとの協定を締結する必要がある。 

 

 

１９ 指定管理者制度に関する情報提供 

指定管理者制度の円滑な導入と市内の民間事業者等の参入の促進を図るため、指定管

理者が管理運営を行っている施設の情報や評価結果については、本市ホームページ等に

おいて公表する。 

 

 ２０ 指定管理者に関する変更事項等 

(１) 指定管理者の変更 

指定管理者の名称や所在地等、申請時及び協定締結時に示した事項に変更が生じ

た場合は、その事由に応じて適切に変更処理を行う必要がある。なお、変更事由が法

人格の変更を伴う場合、議会の議決を受ける必要が生じるが、軽微な変更に留まる場

合はこの限りではない。 

(２) 指定管理者の指定取消 

市は、指定管理者による管理の継続が適当でないと認められる場合、指定管理者

の指定取消、あるいは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることができる

（地方自治法第２４４条の２第１１項）。 

(３) 施設機能廃止に伴う指定の終了 

指定期間の途中において、施設の老朽化等により施設機能を廃止する場合、指定

終了の手続きを行う必要がある。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この指針は、平成１６年９月１３日から施行する。 

２ この指針は、平成１８年３月３１日までの間における指定管理者制度への対応について

適用するものとする。 

 

附 則 

この指針は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この指針は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この指針は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この指針は、令和８年４月１日から施行する。 
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（別紙 １） 

指定管理者制度年間スケジュール 

 ※ ４月１日から指定管理者が管理運営を開始する場合の標準的なスケジュールである。 

 

 

 

１月 

４月 

３月まで 

６月 

８月 

１０月 

１１月 

１２月 

設置条例の制定・改正 
設置条例を制定・改正し、指定管理に関す 

る事項を規定する。利用料金制、施設使用 

許可権限の委譲等についても規定する。 

指定管理者の募集 

プレゼンテーション・審査 

指定管理者候補者の決定 

募集要項の配布 → 質問への回答 → 応募 

書類の受付 

「仮基本協定」の締結 

指定議決・債務負担行為の設定 

指定管理者による管理運営 

指 定 通 知 
指定通知・債務負担行為設定の通知を指 

定管理者に発送する。 

指定議決をもって、「仮基本協定」は本協 

定となる。なお、原則として、指定期間中の 

指定管理料について債務負担行為を設定 

する。 

施設の管理運営の基本的な事項について 

「仮基本協定」を締結する。「仮基本協定」 

は、指定議案に資料として添付する。 

選定委員会の意見をもとに、市長決裁に 

おいて指定管理者候補者を決定する。 

（重要案件は、事前に政策会議が必要） 

応募団体のプレゼンテーション等を経て、 

選定委員会において審査を行う。 

指定管理者による管理運営開始 
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（別紙 ２） 

指定管理者との協定項目一覧 

 

（基本協定事項） 

１ 協定の目的 

２ 業務の範囲（内容） 

３ 事業報告書の提出（報告内容（＊記載事項）・提出期限）・市への報告管理業務の

実施状況、利用状況（利用者数・使用拒否等の件数・理由等）、利用料金収入の実績、

管理に要した経費等の収支の状況 

４ 指定管理料・債務負担行為の額（算定方法） 

５ 指定期間 

６ 協定期間（年度協定のみ） 

７ 事業計画の内容 

８ 委託料の支払い方法（年度末での精算の有無） 

９ 収益金の取扱い 

10 使用の許可に関する事項 

11 利用料金に関する事項 

12 管理に要する費用に関する事項 

13 施設内の物品の所有権の帰属 

14 設備等の損傷又は滅失に関する取扱い 

15 市による指示、検査等 

16 業務上知り得た情報の漏洩防止（守秘義務） 

17 個人情報の取扱い（保護） 

18 情報公開に関する事項 

19 維持補修などの経費負担区分 

20 管理業務の停止 

21 指定管理者終了時の原状回復 

22 指定の取消し等（指定解除の手続き） 

23 指定の取消し等により生じた損害に対する市長の免責 

24 損害賠償 

25 再委託及び譲渡の禁止（再委託可能業務の範囲） 

26 リスクの分担（危険負担） 

27 施設使用料等徴収事務委託仕様書 

28 その他施設ごとの固有の管理条件等 

29 その他管理業務の実施に当たって必要な事項 

 

※ 各年度の指定管理料の額、その他必要な事項については、「年度協定」に規定するこ

とができる。 

 

 


